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北広島市「公用封筒」広告募集要領  
  

（趣 旨）第１条 この要領は、北広島市（以下「市」という。）が発送する封筒に有

料で広告を掲載する場合又は広告を掲載した封筒を無償で提供を受けるにあたっ

て、必要な事項を定めるものとする。  

  

（広告の範囲）  

第２条 封筒に掲載できる広告は、次の各号にいずれも該当しないものとする。  

（１）法令に違反するもの又はそのおそれのあるもの。  

（２）公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの。  

（３）基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの。  

（４）政治性のあるもの。  

（５）宗教性のあるもの。  

（６）社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの。  

（７）個人又は法人の名刺広告。  

（８）内容又は責任の所在が不明確なもの。  

（９）虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれ

のあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でない

もの。 

（１０）比較広告。  

（１１）懸賞広告及びクーポン付広告。  

（１２）前各号に掲げるもののほか、市有資産の性質等に照らして広告掲載するこ

とが適当でないと認められるもの。  

 ２ 前項に定めるもののほか、封筒に掲載できる広告に関する基準は、北広島市広

告取扱要領（平成１８年１２月１日市長決裁）別表に定める「北広島市広告掲載

基準」によるものとする。  

  

（広告を掲載する封筒等）  

第３条 広告を掲載する封筒（以下「広告媒体」という。）の種類、規格、数量、掲

載位置、有料で広告を掲載するもの、無償で提供を受けるもの（以下「寄附」と

いう。）などの詳細は、募集時に定める。  

   

（使用期間）  



 

第４条 広告媒体の使用期間は、市が使用決定した時から広告媒体の在庫がなくなる

までとする。ただし、次に掲げる場合は、その使用を中止することができるものと

する。  

（１）掲載広告が、第２条第１項各号及び第２項の規定に該当するおそれが生じた

場合。  

（２）掲載広告の広告主が、倒産等により存在しなくなった場合。  

（３）その他掲載広告及び広告主の責めに帰す事由により、広告媒体を使用するこ

とに支障が生じた場合。  

  

（広告掲載の募集）  

第５条 有料で広告を掲載する広告媒体、寄附を受ける広告媒体の募集は、広報きた

ひろしま又は北広島市ホームページ等で行うものとする。  

 ２ 市長は、広告媒体に有料で広告を掲載する募集においては、広告主の決定に関

する事項を明示しなければならない。  

  

（広告掲載の申込）  

第６条 広告掲載の申込みは、北広島市公用封筒等有料広告掲載申込書（別記第１号

様式）により行うものとする。  

 ２ 広告媒体を寄附するものは、寄附申込書（別記第２号様式）により行うものと

する。  

  

（広告主の責務）  

第７条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。  

   

（広告掲載の決定）  

第８条 市長は第６条の規定により申し込みがあったときは、募集時に明示した広告

主の決定方法に従い、広告掲載の可否、寄附採納の可否を決定し、北広島市公用

封筒有料広告掲載決定通知（別記第３号様式）若しくは寄附採納決定通知（別記

第４号様式）により申込者に通知するものとする。  

２ 募集時に明示した広告主の決定方法が競争入札による場合、市はあらかじ広告

掲載料に係る予定価格を定め、広告掲載希望者の中で１番高い金額で入札したもの

に決定する。  

３ 募集時に明示した広告主の決定方法が競争入札によらない場合、広告の申込み

が募集件数を超えた場合は、別に定める基準による優先順位が適用されるものは、

その優先順位により決定し、それ以外のものは抽選で決定する。  

４ 複数の寄附の申込みがあった場合、その取り扱いは北広島市長が決定する。  



 

（広告原稿等の提出） 

第９条 広告掲載を申し込む者及び広告媒体を寄附しようとするものは、申込み時に

おいて広告原稿若しくは広告媒体案を市に提出するものとする。ただし、申込み

時に提出できない相当の理由があるときは、その旨及び提出できる時期を市に報

告し、市の了解を得なければならないものとする。  

２ 広告主は、前項の広告原稿若しくは広告媒体案について、市から修正依頼があ

ったときは、これに応じなければならない。  

  

（広告掲載料の支払い）  

第１０条 広告主は、北広島市公用封筒有料広告掲載決定通知書に記載された広告

掲載料を、市の指定する期日までに、市の指定する方法で支払うものとする。  

  

（承諾書の提出）  

第１１条 広告主は、北広島市公用封筒有料広告掲載決定通知書若しくは寄附採納

決定通知書を受けたときは、市の指定する期日までに速やかに承諾書（別記第 

6 号様式若しくは別記第 7 号様式）を提出するものとする。  

  

（広告掲載決定の取消）  

第１２条 市長は、次の各号いずれかに該当するときは、第８条第１項の決定に関わ

らず当該広告の掲載を取り消すことができる。  

（１）広告主が、広告掲載料を期日までに納付しないとき。  

（２）広告主が、偽りその他不正な手段により広告掲載の決定を受けたとき。  

（３）広告主が、広告原稿若しくは広告媒体案を指定期日までに提出しなかったと

き。  

（４）広告主が、第９条第２項の市の修正依頼に応じない場合。  

（５）広告主が、前条の承諾書を提出しない場合。  

  

（広告掲載料の返還等）  

第１３条 市長は、当該広告の掲載を取り消した場合及びその使用を中止した場合

は、納入された広告掲載料は還付しない。ただし、市の事情により広告媒体の使

用を中止した場合は、広告媒体の残存数に対応する広告掲載料を還付することが

できる。  

 ２ 市の事情により、寄附を受けた広告媒体の使用を中止した場合は、寄附者にそ

の理由を附した書面により通知するものとする。  

   

 



 

（広告媒体の審査等） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、寄附を受ける広告媒体を事前に審

査できるものとし、審査項目など必要な事項は募集時に定めるものとする。  

 ２ 有料で広告を掲載する広告媒体は、必要があると認めるときは、納品前に広告

主に提示し、広告主の確認を受けるものとする。  

  

（損害賠償）  

第１５条 市長は、有料で広告を掲載する場合において、第４条第１項各号の規定に

より使用できなくなった広告媒体があるときは、その再作成に必要な経費を広告

主に請求できるものとする。  

 ２ 市長は、前項の規定による請求に代えて、代替品を広告主に求めることができ

る。  

  

（裁判管轄）  

第１６条 この要領に定める広告掲載等に関する訴訟の提起は、市の所在地を管轄す

る裁判所に行うものとする。  

  

（疑義等の決定）  

第１７条 この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項について、市

と広告主が協議の上定めるものとする。  

  

附則  

１ この要領は、平成２０年１月８日から施行する。  

 

 附則（令和３年１２月１０日改正） 

１ この要領は、令和３年１２月１０日から施行する。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 別記第１号様式  

北広島市公用封筒有料広告掲載申込書  

  年   月   日  

北広島市長 様  

                 

北広島市「公用封筒」広告募集要領第６条第１項の規定に基づき、次のとおり

広告掲載を申し込みます。  

  

１ 広告掲載希望者  

住 所  

（所在地）  

〒  

  

 

電話      FAX  

企業・団体名     

代表者名     

担当者名  
   電話    

E-Mail    

  

２ 広告掲載希望封筒名  

  

  

３ 広告原稿  

    

  

４ その他  

   北広島市公用封筒広告募集要領ほか広告関連項目を遵守します。  

市税の滞納はありません。また市税の納付状況調査等を行うことに同意しま

す。  

 



 

別記第 2 号様式 

寄附申込書  

   年   月   日 

北広島市長 様  

北広島市「公用封筒等」広告募集要領第６条第２項の規定に基づき、次のとお

り広告媒体の寄附を申し込みます。  

  

１ 広告媒体寄附者  

住 所  

（所在地）  

〒  

  

 

電話        FAX  

企業・団体名     

代表者名     

担当者名  
   電話    

E-Mail    

  

２ 寄附対象広告媒体名  

  

  

３ 広告媒体案  

    

  

４ その他  

   北広島市公用封筒広告募集要領ほか広告関連項目を遵守します。  

市税の滞納はありません。また市税の納付状況調査等を行うことに同意しま

す。  

 ※注意 当該寄附は広告主の利益又は商業宣伝の目的を兼ねるものであることから、北広島市財

産管理規則第４３条及び４５条各項の規定は適用となりません。



 

別記第 3 号様式  

年  月  日 

        様 

                                       北広島市長  

 北広島市公用封筒有料広告掲載決定通知書  

  

  年   月   日付で申し込みのありました広告掲載について、

次のとおり決定したので通知します。  

  

1 広告掲載決定封筒名  

 

 

2 広告原稿  

 

 

3 広告掲載料     金         円  

 

4 納付期限            年  月  日  

 

5 承諾書提出期限      年  月  日  

  

※この決定通知書に異議がなければ、同封されている納付書により納付期限までに広告掲

載料を指定の金融機関でお支払いください。  

  



 

別記第４号様式 

年  月  日 

            様 

北広島市長     

  

  

寄附採納決定通知書  

  

  年  月  日付で寄付の申し込みのありました広告媒体について、

次のとおり決定したので通知します。  

  

1 寄附採納決定広告媒体名・規格・数量等  

広告媒体名       

規   格    

数   量    

  

２ 広告媒体案  

    

  

  

  

  

３ 承諾書提出期限        年  月  日 

４ 広告媒体の納品期限     年  月  日  

 

  

  



 

別記第５号様式 

年  月  日 

        様 

  

北広島市長  

  

  

北広島市公用封筒有料広告掲載不可決定通知書  

  

  年   月   日付で申し込みのありました広告掲載について、 

次のとおり非掲載と決定したので通知します。  

  

１ 広告掲載希望封筒名  

  

  

２ 不可決定理由  

    

  

      

  

  

  

  

  

  



 

 別記第５号様式 

 年  月  日 

 様 

北広島市長  

  

  

寄附採納不可決定通知書  

  

   年   月   日付で寄附の申し込みのありました広告媒体について、次

のとおり非採納と決定したので通知します。  

  

１ 寄附採納希望広告媒体名  

  

  

２ 不可決定理由  

    

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  



 

別記第６号様式  

承 諾 書  

  

北広島市長 様  

   年   月   日 

所  在 

名  称 

代表者氏名            印 

 

１ 広告掲載公用封筒の使用期間   北広島市長が使用決定したときから残部がな

くなるまでの期間 

２ 広告掲載料           金          円  

  

 上記、広告掲載封筒について、次に記載した事項に同意のうえ承諾書を提出い

たします。  

  

１ 広告掲載料の支払  

広告主は、広告掲載料を指定する期日までに前納すること。  

  

２ 広告主の責務  

広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うこと。  

  

３ 広告掲載封筒の使用中止等  

広告主は、北広島市「公用封筒」広告募集要領第４条第１項各号の規定

により、広告掲載封筒の使用を中止する場合もあるので、同要領及び北

広島市広告掲載基準を熟知すること。  

  

４ 損害賠償等  

広告掲載料金は、封筒作成経費の一部であることから、封筒が使用でき

なくなった場合は損害賠償等を求めることがあること。  

  

５ 協議事項  

広告掲載について疑義が生じた場合は、双方協議のうえ定めること。  



 

別記第 7 号様式 

  

承  諾  書  

   

北広島市長 様  

年   月   日  

 

所    在 

名    称  

代表者氏名             印  

 

  

１ 広告媒体の使用期間       北広島市長が使用決定したときから残部 

がなくなるまでの期間 

  

 上記、寄附採納決定を受けた広告媒体について、次に記載した事項に同意のう

え承諾書を提出いたします。  

  

１ 広告主の責務  

広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うこと。  

 

２ 広告媒体の使用中止等  

広告主は、北広島市「公用封筒」広告募集要領第４条第１項各号の規定に

より、広告掲載封筒を使用中止する場合もあるので、同要領及び北広島市

広告掲載基準を熟知すること。  

 

３ 広告媒体の審査  

広告媒体の寄附を実施する前に、市の審査を受けることに同意します。  

 


